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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。 

これによって，JIS S 0014:2009 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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Sound pressure levels of auditory signals for consumer products 
 

序文 

この規格は，2010 年に第 1 版として発行された ISO 24501 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格は 2003 年に制定された。その後，この規格を基に，2010 年に第 1 版として ISO 24501 が国際

規格として発行されたものである。 

消費者は，様々な消費生活用製品に囲まれて生活している。消費生活用製品には，ISO 20282-1 に規定

されるように，家庭電化製品，情報通信機器，ガス・石油燃焼機器，玩具，衛生設備機器，健康器具など

が含まれ，それらの多くには報知音が使用されている。報知音は，加齢に伴う聴力低下，又は周囲の妨害

音によって聞き取りにくくなることがある。また，加齢に伴って，視力も徐々に衰えていく。適切な音量

をもつ報知音は，聴覚又は視覚に障害のある使用者が製品を正しく安全に使う手助けとなる。 

この規格は，加齢性難聴のある者を含む，より多くの製品使用者が，妨害音のある中でもきちんと聞き

取れる，報知音の適切な音量範囲を求める方法を規定する。この音量範囲の規定は，様々な年齢の者が参

加した実験の結果に基づいて決められている。音圧レベルがその範囲にある報知音は，妨害音のある中で

も多くの使用者が聞き取れ，かつ，好ましい大きさに聞こえるものと期待できる。 

この規格は，製品の種類及び使用条件に応じて，適切に適用するのがよい。ただし，業務用の機械及び

設備には適用しないのがよい。 

この規格は，アクセシブルデザインの基本規格である，JIS Z 8071 及び ISO/TR 22411 を基に作成してい

る。 

 

1 適用範囲 

この規格は，一般的な家屋内において，加齢性難聴のある者を含む消費生活用製品の使用者が，妨害音

のある環境でも適切に聞き取れるように報知音の音圧レベル範囲を求める方法について規定する。 

この規格の報知音は，周波数が一定の音（ビープ音とも呼ばれる。）を指す。この規格は，周波数変化音，

メロディ音，及び音声ガイドは規定しない。 

この規格は，製品から最大約 4 m の距離で，製品と使用者との間に障壁がない状態の室内で 1) 聞かれる

報知音に適用できる。この規格は，専ら屋外で使用される製品の報知音，及びヘッドホン又はイヤホンを


